
避難所以外の避難者等の支援に係る
平時の取組の促進について

避難生活の環境変化に対応した支援の実施に関する検討会（第７回）
令和６年４月２３日（火）

資料２



ご議論いただきたい事項

◆ 避難所以外の避難者等の支援に係る平時の取組を進めるための方策をどのように考えるか。
- 国、都道府県、市町村の取組について
- 自治会や自主防災組織といった地域の取組について
- 民間の支援団体や企業との連携について
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関係する主な意見（さらに検討が必要と思われるもの）

・自助、共助の取組についても、地域の自助、共助の取組を進め、地
域の平時の支援体制を活用しつつ、地域の防災力の向上の取組
をさらに進めることが必要である。

・事前から設置する支援拠点については、発災時に限らず、平時から
その地域の防災の拠点活動として情報共有やコミュニティーの場とし
ての活用も前提とした整備を進めるべきである。

・あらかじめ計画して設置する支援拠点について、指定段階から地域
の自治会等を関与させ、平時から拠点を活用した訓練を実施する
ことで、災害時の運営を自治会主体で進めることを想定した取組が
自治体の取組として生まれており、こうした好事例の横展開を積極
的に図るべきである。

・避難所以外の避難者等の支援に当たっては、状況把握について保
健師や社会福祉協議会、福祉事業者、NPO等の民間団体、地
域の支援者等との連携が重要となるほか、支援拠点や車中泊避
難場所の運営が自助、共助を中心に行われるべきことを踏まえ、訓
練の実施に当たって、こうした多様な主体を巻き込み、実効性のあ
るものとして実施することが重要である。 

・平時から地域の防災力を向上させる取組を通じ、自助、共助による
支援能力を涵養することが、避難所以外の避難者等の支援の観
点でも重要である。

論点の中間整理
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・被災者の状況把握のための調査者の動員、調査の実施、データの整
理、支援が必要な方の支援へのつなぎ、支援につなげた後のフォロー
という一連の流れをコーディネートできる人材の育成を進めるべきであ
る。

・アセスメントの在り方を共通させる必要があり、アセスメントに関わる人
材育成の取組を進めるべきである。

・自助、共助の取組を進めるためには、地域の人の役割を作っていくこと
が必要である。例えば、高齢者でも元気な方には支援側に回っていた
だくことも想定され、こうした方にどのような役割を担ってもらうか検討す
ることも重要である。

・内閣府と都道府県・市町村との連携により、避難生活支援リーダー
／サポーター研修が実施されており、支援者としての心構え、姿勢や
災害「支援」の基礎知識、被災者への配慮とニーズ対応などの講義
が行われている。こうした内容は、在宅避難者等や車中泊避難者等
の支援においても有効なものであるから、当該研修をさらに進めるとと
もに、こうした仕組みを参考に、さらなる自助、共助を進める取組を検
討すべきである。

・避難生活支援リーダー／サポーター研修を受講した方が、地域に戻っ
て、地域の方が自分事として災害に備えれられるような研修などを実
施するといった循環の仕組みが必要であり、そのような研修の実施に
ついても検討すべきである。

 



関係する主な意見（さらに検討が必要と思われるもの）

・避難生活リーダー/サポーター研修はNPOや行政、地域の方と一緒
に実施する研修として有効であるが、ウェブなどのコンテンツで研修
をアフターフォローし、継続していくことが必要ではないか。

・個別避難計画の支援や避難所運営、避難所外避難者の支援な
ど、自治会や自主防災組織のリーダー等の役割が次々に増えてい
るように感じるので、役割が重くなり過ぎていないか懸念がある。一
人一人が無理なくできる範囲で支援を行うことが今後の取組を
継続していく上でも重要になるのではないか。

第５回での意見
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・在宅避難者支援のための施設の整備の必要性をより強調していくこと
が必要ではないか。場所の支援から人の支援への考え方の転換につい
て強調するとともに、官民連携による被災者支援の前提となる自助、
共助の取組について強調することが必要ではないか。

・住民の方の自助も重要であり、自宅の不燃化や家具の転倒防止、建
築物の耐震化、日常備蓄の必要性、ローリングストックといった住民の
方が自宅で避難ができるような準備を意識づけるための啓発を進める
ことが必要ではないか。

・支援拠点の施設については、地域の方に運営を担っていただくことが重
要であることから、平時の訓練だけではなく、地域の催しの中でも施設
や設備を使用してもらう仕組みづくりや働きかけを進めていくため、各
住民への意識付けに向けた普及啓発も重要ではないか。



○ 内閣府政府広報支援室が令和４年に実施した「防災に関する世論調査」において、自助、共助、公助のうち重点
を置くべき対応について質問している。

○ 公助に重点を置くべきと回答した人よりも、自助、共助に重点を置くべきとする人が多かったほか、自助、共助、公
助のバランスをとるべきとする回答が全体の41％となっている。

4出典：内閣府政府広報室「防災に関する世論調査」(2022)

自助、共助、公助に対する考え方について

調査対象 ：全国18歳以上の日本国
籍を有する者 3,000人 

有効回収数：1,791人（有効回収率
59.7％）

調査期間 ：令和４年９月１日～
10月９日

調査方法 ：郵送法



防災基本計画における自助、共助の取組の位置づけ
○ 防災基本計画では、災害予防として「国民の防災活動の促進」の節を設けて取組を規定している。
○ 自らの身の安全は自ら守るのが防災の基本であり、平常時から災害に対する備えを心がけるとしているほか、最低
３日、推奨１週間分の食料、飲料水、携帯トイレ・簡易トイレ等の備蓄を行うことを普及啓発するとしている。

○ また、地域コミュニティにおける多様な主体の関わりの中で防災に関する教育の普及を図ることや災害時の避難行動、
基本的な防災用資機材の操作方法等の習熟を図るものとされている。
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第２編 各災害に共通する対策編
第１章 災害予防
第３節    国民の防災活動の促進
１ 防災思想の普及、徹底 
○自らの身の安全は自らが守るのが防災の基本であり、国民は、その自覚を持ち、食料・飲料水等の備蓄など、平常時より災害に対する備えを心がけるとともに、
発災時には自らの身の安全を守るよう行動することが重要である。また、災害時には、初期消火を行う、近隣の負傷者及び避難行動要支援者を助ける、避
難場所や避難所で自ら活動する、あるいは国、公共機関、地方公共団体等が行っている防災活動に協力するなど防災への寄与に努めることが求められる。こ
のため、国〔内閣府、消防庁〕、公共機関及び地方公共団体は、自主防災思想の普及、徹底を図るものとする。

２ 防災知識の普及、訓練 
(1) 防災知識の普及
 ○国〔内閣府等〕、公共機関、地方公共団体等は、防災週間や防災関連行事等を通じ、住民に対し、災害時のシミュレーション結果等を示しながらその危険
性を周知するとともに、以下の事項について普及啓発を図るものとする。 
・「最低３日間、推奨１週間」分の食料、飲料水、携帯トイレ・簡易トイレ、トイレットペーパー等の備蓄、非常持出品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池
等）の準備、自動車へのこまめな満タン給油、負傷の防止や避難路の確保の観点からの家具

      （略）
○国〔文部科学省〕及び市町村（都道府県）は、公民館等の社会教育施設を活用するなど、地域コミュニティにおける多様な主体の関わりの中で防災に関す
る教育の普及推進を図るものとする。 

○地方公共団体は、地域の災害リスクに基づいた定期的な防災訓練を、夜間等様々な条件に配慮し、居住地、職場、学校等においてきめ細かく実施又は行
うよう指導し、住民の災害時の避難行動、基本的な防災用資機材の操作方法等の習熟を図るものとする。（略）

３ 国民の防災活動の環境整備
(3) 企業防災の促進
○市町村（都道府県）は、企業を地域コミュニティの一員としてとらえ、地域の防災訓練等への積極的参加を呼びかけ、防災に関するアドバイスを行うものとする。



地区防災計画で在宅避難者の取組を位置づけている例
○ 国分寺市東恋ヶ窪四丁目地区防災計画では、震災時の地区本部や避難場所・避難所の運営に加え、在宅避難
時の対応を記載している。

○ 本地区では、最大の被害が想定されている立川断層帯地震（M7.4）を対象とし、「避難生活者」の半数以上が避
難所に入れない可能性があるとしている。

○ 避難所は自宅で生活できない被災者を受け入れる施設とし、自宅が安全であれば、ご自宅にとどまる（在宅避難）
こととしている。

○ 「在宅避難支援」は、地区本部が、「住民への情報提供や物資配布」、「地区防災センターの運営支援」などの方
針を出し、班長、区の理事、防災委員、住民などが協力して行うこととされている。

•  在宅避難支援体制の構築（地区本部と班長、区の理
事、防災委員、住民などとの連携）

•  一時集合場所（自治会掲示板）での情報提供・収集
•  在宅者の物資ニーズなどに関する情報集約・分析
•  （在宅避難支援の）対応方針の決定
•  地区防災センターからの物資搬入、地区本部での物資
仕分け、配布、保管

【在宅避難支援の流れ】

出典：東恋ヶ窪四丁目地区防災計画〔2022 年３月版〕 4



自助、共助を促進する普及啓発・連携の主な取組
○ 国レベルの取組として、内閣府では、ポスターコンクールなどを通じた防災教育を進めているほか、防災意識向上のた
めの国民運動として、防災推進国民大会、防災推進国民会議などを実施している。

○ 人材ネットワークの構築やポータルサイトにより防災情報の発信を行っている（TEAM防災ジャパン）。
防災意識向上のための国民運動

防災に取り組む様々な団体、機関、企業等が一堂に会し、知識、
経験、技術などの情報発信、情報交換などを実施

防災推進国民大会(R５．９．17-18 横浜市にて開催)

地域コミュニティ等の地域に根ざした防災主体、企業やNPOなど
社会構造の変化の中で生じてきた多様な防災主体、防災を教育・
研究する有識者、公助の主体である行政など、防災に関わる様々
な主体を結び付けるプラットフォーム(意見交換の場)として「TEAM防
災ジャパン」を構築し、多様な防災の主体を育み、協働するための
息の長い国民運動を展開

TEAM防災ジャパン（防災情報の発信）

防災教育
命を守るための実践的な防災教育や避難訓練の実施促進

先進的な防災教育手法の開発・普及、防災意識の向上

人材ネットワークの構築
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▲ポスターコンクールの実施



参加

支援
要請

避難生活支援・防災人材育成エコシステム

防災士

日赤
ボランティア

企業

ＮＰＯ等
団体

自治会
町内会

大学

避難生活支援の全体を理解し、
一つの避難所に常駐して運営
や支援を円滑にすることのできる
人材

国民は、防災教育を通じ、ボランティアの知識、経験を持つ

避難生活支援ﾘｰﾀﾞｰ

＜体系化したスキルアップ支援＞
スキルアップ研修のカリキュラム開発、研修修了認定制度の創設

自治会・自主防災組織での避難生活支援活動・訓練を経験

キャリア
パス

支援要請

避難生活支援体制の整備
（マニュアル・訓練等）

＜支援を求める避難者・避難所の利便性の向上＞

●氏名 ●所在地 ●連絡先
●災害専門ボランティアのスキル
●避難生活支援経験など

データーベース

災害専門ボランティア
マッチングシステム平時

都道府県レベルの行政、ＮＰＯ、中間支
援組織、社協、日赤、防災士、企業等の
連携主体が、災害専門ボランティアと市町
村を、さらに市町村が災害専門ボランティア
と地域をマッチング

災害時
避難生活支援

市町村
地域住民

普段から
見知った
災害専門
ボランティアが
避難生活を
支援

市町村
地域住民
避難者

顔の見える
関係を作る

参加

※ 災害専門ボランティアは、地元地域での活動を基本としつつ、災害の規模や場所に応じ、近隣や遠方の市町村の避難所に赴き活動することもある。

地域団体の貢献の
見える化

地域単位

防災士

日赤
ボランティア

企業

ＮＰＯ等
団体

自治会
町内会

大学

認定受け

認定人材の登録

意欲の
ある方の

自主的な参画

地域防災力
の向上

地域のボラン
ティア力の
向上

認定人材の
活躍

地域
単位

避難生活における課題を外部
の専門家や支援者、行政等に
適切に繋ぎ、巻き込んで問題
解決を図ることのできる人材

避難生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

一般ボランティア

 

複数の避難所を巡回するなど
により、運営指導、避難生活
支援リーダー等への助言を行う
ことのできる人材 

避難生活支援ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ

研修修了
認定

災害専門ボランティア
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自主防災組織の活性化に向けた取組例
○ 災害対策基本法第２条の２第２号で住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織を自主防災組織として
定義している。総務省消防庁では、自主防災組織のリーダーを育成するための教材作成・研修の実施や自主防災組
織のための手引きの作成・公表など、共助の担い手となる自主防災組織の活性化に向けた取組を行っている。

○ 総務省消防庁の地方公共団体向けモデル事業（※）を活用し、高知県南国市は、令和４年度に自主防災組織
と女性防火クラブが連携した車中避難所受入訓練を実施している。

○ こうした事例の横展開や事業の活用により、自主防災組織による避難所以外の避難者の支援を進めることも有効で
あると考えられる。
※消防団・自主防災組織等連携促進支援事業（令和２年度～令和４年度）。令和５年度からは「自主防災組織等活性化推進事業」を実施。

9車中泊避難受入講演 車中泊避難受入訓練

車中避難所受入訓練（高知県南国市）

・自主防災組織と女性防火クラブを対象に車中泊
避難についての講演を行った後、実際に駐車場内で
の受付からゾーニングの確認までを行う車中避難所
受入訓練を実施。
・車中泊避難者自身の対応や各地区の駐車スペー
スの問題や車中泊避難者の受入条件の設定等、
様々な課題が理解でき、地域住民に対し、避難所
に対する多様な選択肢を考えるきっかけ作りになった。

○災害対策基本法（昭和36年法律第223号）（抄）
（基本理念）

第二条の二 災害対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われるものとする。
一 （略）
二 国、地方公共団体及びその他の公共機関の適切な役割分担及び相互の連携協力を確保するとともに、これと併せて、住民一人一人が自ら行う防災
活動及び自主防災組織（住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織をいう。以下同じ。）その他の地域における多様な主体が自発的に行う
防災活動を促進すること。

三～六 （略）



東京都練馬区の区民防災組織の取組
○ 東京都練馬区の区民防災組織は、区民が自発的に設立し、自らのまち・人・建物・財産などを守る活動をする組
織として、主に地震などによる火災の初期消火、救出救護等の活動によりまちを守ることを目的に活動している。

○ 練馬区では300以上の防災会が、日ごろから防災・放水訓練や会議を開催し、防災意識・技術の向上に努めるとと
もに、民生委員等と連携し、安否確認訓練などの活動を実施。

○ 特に、在宅避難者について、防災会・市民消火隊の活動目的として位置付けられている。
○ 練馬区では、区民防災組織に対する訓練等の助成金制度を設けている。

10出典：練馬区へのヒアリング、提供資料を基に内閣府作成

 練馬区区民防災組織が、大地震等の災害に備えて実施する防災訓
練および、その他の防災活動に対する助成金。

 助成金の交付対象経費
・消火訓練、応急救護訓練、防災資器材操作訓練およびその他の防
災訓練に要する経費

・防災広報紙の発行、防災研究会の開催その他の広報・啓発活動に 
要する経費

    ・防災資器材の点検・維持管理に要する経費
    ・避難拠点備蓄庫の管理等に要する経費

区民防災組織に対する訓練等助成金



愛知県豊橋市の自主防災会の取組
○ 愛知県豊橋市は、市内を51に区分けし、そのすべての区域で自主防災会を設置し、訓練を行っている。
○ 市では、自主防災組織活動マニュアルを策定し、自主防災組織の組織の体制や役割、本市に予測される災害、
平時の組織づくり、災害時の活動内容等、自主防災組織の運営のための基礎的な事項を示している。

○ 自主防災会ごとに、様々な情報を集約するための防災台帳の作成を推進しており、体制として、在宅避難者向け
の物資配布や生活相談を担う生活班を位置づけている。

11出典：豊橋市へのヒアリング、提供資料を基に内閣府作成



平時の活動を活かした災害時の支援拠点
○  特定非営利活動法人U. grandma Japan（愛媛県宇和島市）は、平成30年７月豪雨災害の際に炊き出し支
援を実施するともに、災害後は、災害経験を踏まえた「食の支援」の改善が必要との問題意識から、子ども食堂を立
ち上げ、現在19か所で支援を行っている。

○ 子ども食堂は、災害時には、炊き出しや居場所の提供を行う拠点として運営することを想定した取組が行われている。
○  平時から生活困窮者やひとり親家庭への食糧支援を行う子ども食堂のような施設を、災害時には、在宅避難者等
の支援を行う地域の支援拠点として活用することは、フェーズフリーの取組としても好事例であり、実効性のある被災者
支援につながるものでもあると考えられる。

12出典：特定非営利活動法人U. grandma Japan

▲平時の炊き出しでは、市で保有する炊き出しステーションや宇和
島市子ども食堂連絡協議会が所有している大釜など、災害時
にも活用する機材を使用。また、運営には高校生がボランティア
で参加。宇和島市では、デリバリーステーション34台、炊き出しス
テーション1台を整備している。

▼防災と食育をかけて子どもたちに調理を経験させる活動を実施。
材料費については協力企業の寄付により確保。



平時の取組の促進を検討する際の視点について

◇ 避難所以外の避難者等の支援に係る平時の取組を推進するためには、国、都道府県、市町
村それぞれのレベルで、現在実施している取組に避難所以外の避難者等の支援の内容を盛り
込んでいくべきではないか。

   －地域の自主的な防災組織において、すでに在宅避難者の支援を含めた形で取組を整理して
いる例もあり、全国のこうした防災組織の参考となるよう、好事例の横展開を進めること
が効果的ではないか。

   －このほか、例えば、平時は子ども食堂として活動する場所が災害時には地域の支援拠点と
して機能することを想定した取組や民間企業と連携した災害時の取組もみられる。地域住
民の自助・共助の取組のみならず、こうした多様な地域資源を活用した避難所以外の避難
者等の支援を行う取組が進むよう、好事例を収集し展開を図ることが重要ではないか。

13
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